
令和３年度消費者庁政策評価書について（要旨） 

令和４年８月 

消 費 者 庁  

１． 消費者庁における政策評価について 

（１）政策評価基本計画

・政策評価の実施に関する方針、実施体制等について定める

・消費者庁では、計画期間を平成 30年４月１日～令和５年３月 31日とする

消費者庁における政策評価に関する基本計画（平成 30年３月 12日消費者

庁長官決定。令和３年６月 28日一部改正。）を策定

（２）政策評価実施計画

・毎年度、当該年度における事後評価の対象としようとする政策、評価方式

等を定める

・消費者庁では、令和３年度消費者庁政策評価実施計画（令和４年３月 29日

消費者庁長官決定）を策定

（３）事前分析表

・毎年度、各施策の目標や手段、要するコスト等を分かりやすく一覧性のあ

る形であらかじめ整理（平成 24年度から導入）

・消費者庁では、令和３年度政策評価事前分析表を作成

（４）政策評価書（実績評価方式）

・上記（１）～（３）に基づき、各年度の施策の実績を評価

・令和３年度消費者庁政策評価書の対象期間は、令和３年４月１日～

令和４年３月 31日

※令和３年度の施策に関する政策評価の流れ

令和３年度 
・実施計画の策定

・事前分析表の作成

令和４年度 

・政策評価書の作成

令和５年度 
・評価結果の政策への反映状況取りまとめ

⇒総務省において国会報告

政策の実施 

政策評価の実施 

評価結果の政策への反映 

（予算要求、機構・定員要求、その他具体的取組の実施） 



２． 消費者庁政策評価体系（令和３年度） 

 

＜政策名＞ 

消費者政策の推進 

 

＜施策名＞                  （担当課） 

（１）消費者政策の企画・立案・推進及び調整 消費者政策課 

（２）消費生活に関する制度の企画・立案・推進 消費者制度課 

（３）消費者に対する教育・普及啓発の企画・立案・

推進 

消費者教育推進課 

（４）地方消費者行政の推進   地方協力課 

（５）消費者の安全確保のための施策の推進   消費者安全課 

（６）消費者取引対策の推進 取引対策課 

（７）消費者表示対策の推進 表示対策課 

（８）食品表示の企画・立案・推進 食品表示企画課 

（９）消費者政策の推進に関する調査研究・国際連携 参事官（調査研究・国際担当） 

（10）事業者との協働に関する企画・立案・推進 参事官（公益通報・協働担当） 

 

３．政策評価の結果 

 

○各施策とも、消費者基本計画に盛り込まれた施策に沿って基本目標を設定し

ており、令和３年度においても進捗があったものと評価できるが、消費者行

政を取り巻く課題は依然山積している。 

 

⇒各施策の評価結果の要旨については別紙参照 

 

○引き続き、消費者基本計画の検証・評価・監視と連動しつつ、消費者基本計

画に掲げられた各施策を効果的・効率的に推進していくこととする。また、

新たな消費者基本計画の策定に当たっても、評価結果を適切に反映していく

こととする。 



（別紙）

施策 達成すべき目標 目標達成度合いの測定結果 次期目標等への反映の方向性

（１）消費者政策の
企画・立案・推進
及び調整

　消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の増進を図
る。具体的には、「消費者基本計画工程表」に基づく個別施策を推
進するとともに、工程表を毎年度改定し、関係行政機関の消費者行
政に関する取組について新規施策の追加や進捗状況に応じた見直
しを行い、消費者政策の推進状況を見える化して国民の検証・評価
に供する。

○目標達成
　全ての測定指標で目標が達成されたため、「目標達成」とした。

　国民の消費生活の安定及び質の向上を確保するため、引き続き、消
費者政策の企画・立案・推進及び調整を推進していく。なお、令和３年度
の目標は達成したものの、今後とも消費生活における新たな課題が想
定されることから、その時々の社会状況に応じて機動的に必要な施策に
取り組んでいく。

各施策の評価結果（要旨）

（２）消費生活に関
する制度の企画・
立案･推進

１．消費者契約に関する制度の企画立案
　平成30年改正に係る審議において衆参両院の委員会で付された
附帯決議や消費者委員会の答申の付言に記載された事項等につ
いて、消費者契約法の見直しを行う。また、消費者契約法の認知度
を向上させる。

２．消費者団体訴訟制度の推進
　消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のため
の民事の裁判手続の特例に関する法律（平成25年法律第96号）に
基づく消費者団体訴訟制度の適切かつ実効的な運用等により、消
費者団体訴訟制度が消費者の紛争解決のための枠組みとして活
用されるように推進する。

○相当程度進展あり
　測定指標１については、指標となる認知度は令和元年度の数値から微
減しており、目標（令和６年度）に向けて一層の周知が必要であるが、
「消費者契約に関する検討会」での検討等を経て、改正法案の提出に
至っており、進展があると評価できる。
　測定指標２については、指標となる認知度は令和元年度の数値から微
減しており、目標（令和６年度）に向けて一層の周知が必要である。
　測定指標３、４については目標（令和３年度末）を達成していないが、
「消費者裁判手続特例法等に関する検討会」での検討等を経て、制度の
実効性向上に向けた環境整備等を内容とする改正法案の提出に至って
おり、今後消費者団体訴訟制度（差止請求及び共通義務確認訴訟）のよ
り一層の活用が見込まれる制度改正への対応が行われたため、進展が
あると評価できる。
　したがって、全体として「相当程度進展あり」と判断した。

【施策】
　施策の概要においては、上記の分析を踏まえ、「消費者契約に関する
制度の企画立案」において、既存の枠組みに捉われない抜本的な検討
を行う旨を反映させるとともに、その目標として、令和４年改正での附帯
決議等を踏まえた抜本的かつ骨太な議論を行う旨を記載することとす
る。
　「消費者団体訴訟制度の推進」においては、新たに導入される支援法
人の認定を含め円滑な施行に向けて必要な体制・環境の整備を図って
いくこととする。

【測定指標】
　上記の施策の変更は、定性的なものであり、継続的に採用すべき定量
的な指標としては、次年度も同様のものとする。



施策 達成すべき目標 目標達成度合いの測定結果 次期目標等への反映の方向性

（３）消費者に対す
る教育・普及啓発
の企画・立案・推
進

１．消費者教育・普及啓発
　ライフステージに応じた体系的な消費者教育の機会が提供され、
消費者が消費生活に関する知識を習得し適切な行動に結び付ける
ことができる実践的な能力を身に付けるとともに、消費者が主体的
に消費者市民社会の形成に参画し、その発展に寄与する。

２．エシカル消費
　多様な主体と連携し、エシカル消費の機運を醸成する。

３．食品ロスの削減の推進
　多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減に取り組
む。

○相当程度進展あり
　消費者教育・普及啓発については、令和４年４月からの成年年齢引下
げに対応した、若年者への消費者教育の充実が喫緊の課題であるとこ
ろ、令和３年度に初めて実施した若年者の理解や行動に関する調査の
調査では、オンラインショッピングを利用して商品を購入した際に異なる
商品が届いた場合に適切な行動をしている割合が65％となっており
（１．）、また、参考指標として掲げている高等学校等での「社会への扉」
等の活用実績は前年比で着実に増加している。
　エシカル消費については、理解及び行動の促進が重要であるところ、
特設サイトへのアクセス件数について目標値（令和３年度：100,000PV）
を上回る実績となっている（３．）。
　食品ロスの削減の推進については、国民運動として取組を進めていく
ことが重要であるところ、食品ロス削減に取り組む人の割合（４．）は前年
度比で着実に増加している。
　以上のとおり、令和３年度に達成すべき目標との関係では相当程度の
進展があったことに鑑みて、「相当程度進展あり」と判断した。

【施策】
　消費者教育に関する施策については、令和４年度以降においても、
「成年年齢引下げ後の若年者への消費者教育推進方針－消費者教育
の実践・定着プラン－」（令和４年３月31日若年者への消費者教育の推
進に関する４省庁関係局長連絡会議決定）に基づき関係省庁と連携して
取組を進める。
　エシカル消費に関する施策については、啓発動画を活用した地域等で
の取組の促進や、各種イベントへの参画など、広くエシカル消費を知って
もらうための取組を進めるほか、消費者の関心を実際の行動に結び付
けるための取組も強化していく。
　食品ロスの削減に関する施策については、基本方針に沿って令和４年
度も引き続き表彰施策や消費者等への普及啓発にも取り組み、多様な
主体が連携した、国民運動としての食品ロス削減を推進していく。

【目標及び測定指標】
　消費者教育に係る施策については、施策の進捗状況や社会経済情勢
を踏まえ、その重点や手法について、必要な見直しを行いながら推進し
ていく必要があり、目標及び測定指標についても、それに応じて適宜見
直しを行うこととする。

（４）地方消費者行
政の推進

　地方公共団体と連携しながら、地方消費者行政の充実･強化を支
援することにより、消費者被害の防止や救済、消費生活の安定や
向上を図る。

○相当程度進展あり
　測定指標１・２について、目標達成に向けた更なる取組が必要であるも
のの、同指標は令和６年度の達成を目指しており、特に測定指標２につ
いては目標値の75％に対して現時点で70%を超え、ある程度の進展がみ
られる。
　なお、測定指標１については認知度としてそれまで対象としていた「番
号」の認知度ではなく「内容」の認知度としたため数値が下がったものと
考えられる。
　測定指標３～６について、いずれも目標値を達成しているか、昨年より
も増加し、政策の目標である地方公共団体との意見交換が実施された。
　測定指標７・８について、目標達成に向けた更なる取組が必要であるも
のの、同指標は令和６年度の達成を目指している。両数値は昨年から変
化がないが、例えば測定指標７については88％以上の都道府県が３か
ら５に増えるなどの進展がある。
　なお、政策の目標である地域における消費者被害の救済・防止に向け
た地方公共団体への財政面を中心とした支援については消費者行政強
化交付金を始めとした支援を実施しており、消費者被害の救済・防止に
向けた支援が実施されている。
　測定指標９について、実績値として６件の事業を実施し、優良事例を全
国へ横展開することができた。
　測定指標10～12について目標達成に向けた更なる取組が必要である
ものの、同指標は令和６年度の達成を目指している。
　なお、例えば消費者安全確保地域協議会の設置数は令和３年度の１
年間で327から380に増加するなど相当程度に地域の見守りネットワーク
の構築が進展した。

【施策】
　「消費者ホットライン188」については、引き続きシステムを安定的に運
営していくとともに、災害時等における接続先の適切な設定等を行う。ま
た、SNS広告や交通広告など多様な媒体・手段を活用し、認知度の向上
と利用の促進に向けて取組の推進を図る。
　地方消費者行政の強化に向けて、引き続き国と地方の協働が求めら
れることから、地方との連携・交流を推進し、「消費者行政ブロック会
議」、「執行専門研修」等の開催に当たっては、参加者からの意見を踏ま
えながら、より効率的に実施する。
　「地方消費者行政強化作戦2020」の政策目標を達成するため、地方消
費者行政の充実・強化のための交付金等による支援、消費者庁直轄事
業による課題への対応、研修等による技術支援を通じて、地方公共団体
の取組を支援できるよう努める。
　「地方モデル事業」及び「地方消費者行政人材育成事業」については、
今後もより一層の成果が得られるよう、積極的に事業内容の改善及びそ
の運用に努める。

【測定指標】
　「地方消費者行政強化作戦2020」等を踏まえ、引き続き現在の指標を
継続して実施する予定である。



施策 達成すべき目標 目標達成度合いの測定結果 次期目標等への反映の方向性

（６）消費者取引対
策の推進

１．特定商取引法の消費者及び事業者等への周知・啓発を行うとと
もに、全国的な広がりがあり、甚大な消費者被害のおそれのある重
大事案に重点的に取り組み、違反行為に対し厳正かつ適切に行政
処分等を行うことにより、取引の公正と消費者利益の保護を図る。

２．併せて、預託等取引に関する法律（昭和61年法律第62号。以下
「預託法」という。）や特定電子メールの送信の適正化等に関する法
律（平成14年法律第26号。以下「特定電子メール法」という。）等の
所管法令を厳正かつ適切に執行することにより、消費者利益の保
護を図る。

○目標達成
　全ての測定指標で目標が達成されたため、「目標達成」とした。

【施策】
　取引の公正の確保及び消費者の利益の保護を図るため、引き続き特
定商取引法及び預託法等の厳正な執行を図る。

【測定指標】
　測定指標１、３、４、５、６について、引き続き厳正な執行を行っていく。

（７）消費者表示対
策の推進

１．景品表示法に基づき、一般消費者を誤認させる表示等について
厳正な法執行を行うとともに、違反行為について公表・注意喚起す
ることにより、一般消費者の利益を確保する。

２．景品表示法等について、講演会等への講師派遣による事業者
等への普及・啓発、事業者等からの相談対応等の法令遵守の取組
支援等を行い、違反行為の未然防止を図ることにより、一般消費者
の利益を保護する。

３．消費税転嫁対策特別措置法に違反する転嫁阻害表示について
監視を行い、適切に法執行することにより、一般消費者の利益を確
保する。

○目標達成
　全ての測定指標で目標が達成されたため、「目標達成」と判断した。

【施策】
　引き続き、景品表示法等の厳正な運用や普及啓発の取組を切れ目な
く続けることが重要であるため、これらの取組を継続して行うこととした
い。

【測定指標】
　より適切な測定指標の在り方について検討を行うこととしたい。

（５）消費者の安全
確保のための施
策の推進

１．生命・身体被害に係る消費者事故等を確実に集約し、事故に関
する情報を迅速かつ効果的に発信することにより、消費者事故等に
よる被害の発生又は拡大を防止する。
　
２．食品の安全性に関するリスクコミュニケーションを一層促進する
ことにより、消費者に正確な情報を提供し、理解を深め自らの判断
により適切な消費行動を行うことができるような取組を推進する。

３．生命身体事故等の原因を究明し、講ずべき施策・措置につい
て、関係行政機関の長に勧告・意見を行い、生命身体事故等の発
生・拡大を防止する。

○相当程度進展あり
　測定指標１以外の測定指標で目標が達成されたため、「相当程度進展
あり」と判断した。。

【施策】
　現在の目標を維持し、引き続き、政策を推進していく。

【測定指標】
　本施策は消費者事故等の発生を防止し、また、その拡大を防ぐことを
目標にするなど、指標の増減で施策の成果を測ることは困難であるが、
可能な限り定量的な指標を設定するとともに、定性的な指標を設定する
際も国民に分かりやすいものとして活用できるよう適切に設定することと
する。

（８）食品表示の企
画・立案・推進

　食品表示は、食品を摂取する際の安全性の確保及び消費者の自
主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関し重要な役割を
果たしているため、食品表示に関する制度を適切に企画・立案・運
用し、消費者の利益の増進を図る。

○相当程度進展あり
　測定指標１について、コロナ禍においてもオンラインを活用して適切に
普及啓発を行っていると判断した。
　測定指標２及び９について、横断的な義務表示事項や機能性表示食
品で理解度が前年度に比較して向上しており、消費者の制度に対する
理解が進んだと判断した。
　測定指標３及び10について、平成29年度～令和３年度の５か年平均で
400万件以上あり、恒常的にアクセスされていると判断した。
　測定指標４及び11について、実態を踏まえて速やかに食品表示基準等
の改正に対応した。
　測定指標５及び７について、過去の件数と比較して大幅に伸びており、
測定指標６は、前年度とほぼ変わらないものの、既に販売されている商
品の変更申請は多数受け付け、再度許可手続を行っていることから、制
度を適切に運用していると判断した。
　測定指標８について、買上げ対象商品の表示値はおおむね妥当であ
ることを確認した。
　以上より施策全体としては、「相当程度進展あり」と判断した。

【施策】
　消費者が食品を摂取する際の安全性及び消費者の自主的かつ合理
的な食品の選択の機会の確保に資するため、引き続き食品表示に関す
る制度を適切に企画・立案・運用する。

【測定指標】
　いずれの測定指標についても、施策効果を測定するために適切であ
り、継続的に取り組むべきものであることから、令和４年度以降も同様の
指標を設定する予定である。



施策 達成すべき目標 目標達成度合いの測定結果 次期目標等への反映の方向性

（10）事業者との
協働に関する企
画・立案・推進

１．公益通報者保護制度の推進
　①改正法に基づく下位法令の整備等を実施する。
　②改正法を含め公益通報者保護制度の周知・啓発により、事業
者や行政機関における公益通報窓口の整備等を促進する。

２．消費者志向経営の推進
　事業者における消費者志向経営の推進を図ることで、持続可能な
社会に貢献する。

３．物価対策の推進
　公共料金等の適正性の確保、緊急時の生活関連物資等の価格
安定などを図り、国民生活の安定と国民経済の円滑な運営を目指
す。

○相当程度進展あり
　測定指標４～６については目標を達成している。
　測定指標１～３については目標年度までの中間年となっているところ、
測定できている範囲では相当程度進展がみられることからも分かるとお
り、目標達成に向けた取組を着実に実施した。
　以上を総合して、「相当程度進展あり」と判断した。

【施策】
　物価モニター調査については、令和４年度以降は「生活関連物資等の
価格動向等の把握」に引き継がれているが、その他についてはいずれも
継続的に取り組むべきものであり、令和４年度以降も引き続き実施して
いく。

【測定指標】
　測定指標５については、令和４年度は物価モニター調査を実施しない
ことから測定の対象外とするが、その他についてはいずれも継続的に取
り組むべきものであり、令和４年度以降も同様の指標を設定する予定で
ある。

（９）消費者政策の
推進に関する調
査研究・国際連携

　それぞれの施策について、次の目標のとおり実施し、国民の消費
生活の安定及び向上を確保する。
１．調査・研究
　消費者の利益の擁護及び増進に係る有用な各種調査・分析を実
施する。

２．消費者白書
　消費者問題や消費者政策の理解を深めるため、より多くの国民に
活用してもらう。

３．国際連携
　国際会合での国際研究プロジェクトにおいて、消費者行政に有益
な成果を目指すとともに、海外当局との連携の強化・拡充を行う。

○目標達成
　全ての測定指標で目標が達成されたため、「目標達成」とした。

【施策】
　令和３年度については、設定した目標についていずれも達成すること
ができた。
　本施策は継続的に取り組むべきものであり、令和４年度以降も引き続
き実施していく。

【測定指標】
　継続的に取り組むべきものであり、令和４年度以降も同様の指標を設
定する予定である。


